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 佐賀県規則第26号 

   佐賀県農業試験研究センター管理規則の一部を改正する規則 
 佐賀県農業試験研究センター管理規則（昭和53年佐賀県規則第19号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（組織） （組織） 

第３条 センターの本場（センターのうち、分場以外の部分をいう。

以下同じ。）に、次の課及び部を置く。 

第３条 センターの本場（センターのうち、分場以外の部分をいう。

以下同じ。）に、次の課及び部を置く。 

 略 略 

企画情報部 企画調整部 

略 略 

有機・環境農業部 環境農業部 

（分掌事務） （分掌事務） 

第６条 本場の課及び部の分掌事務は、次のとおりとする。 第６条 本場の課及び部の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 企画情報部 (2) 企画調整部 

ア 略 ア 略 

  イ スマート農業に関すること。 

イ・ウ 略   ウ・エ 略 

エ 農業情報システム化に関すること。  

オ 研究情報の集積、保存及び利用に関すること。  

(3)・(4) 略 (3)・(4) 略  

(5) 有機・環境農業部 (5) 環境農業部 

ア～キ 略 ア～キ 略 

２ 略 ２ 略  

３ 白石分場の分掌事務は、次のとおりとする。 ３ 白石分場の分掌事務は、次のとおりとする。 



2 

改正前 改正後 

 (1) 重粘土水田及び干拓地における畑作野菜の栽培に関するこ

と。 

 (1) 重粘土水田、干拓地等における畑作野菜の栽培に関するこ

と。 

 (2)・(3) 略  (2)・(3) 略 

   附 則 
 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

 
 


